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(54)【発明の名称】 マッサージシステム、制御プログラムデータベース及びマッサージ機

(57)【要約】
【課題】  被施療者の生体情報に応じた適切なマッサー
ジを行うことができるマッサージ機及びマッサージシス
テム、並びにマッサージ機に対して制御プログラムを提
供する制御プログラムデータベースの提供。
【解決手段】  マッサージ機１は、被施療者の生体情報
を取得し（Ｓ４０４）、その取得した生体情報を表示部
に表示させた（Ｓ４０５）後、その生体情報及び被施療
者の属性データをマッサージプログラムデータベース３
へ送信する（Ｓ４０６）。生体情報及び属性データを受
信したマッサージプログラムデータベース３は、その属
性データに基づいて生体情報を解析し（Ｓ５１０）、適
切なマッサージプログラムを検索して送信する（Ｓ５１
１、Ｓ５１２）。マッサージ機１は、マッサージプログ
ラムデータベース３から送信されたマッサージプログラ
ムを受信し（Ｓ４０７）、受信したマッサージプログラ
ムにしたがってマッサージ動作を開始する（Ｓ４０
８）。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  被施療者の身体へ刺激を与えるためのマ
ッサージ機構を有するマッサージ機と、該マッサージ機
と通信可能に接続され、前記マッサージ機構の動作パタ
ーンを示す複数の制御プログラムを記憶する制御プログ
ラムデータベースとを備えるマッサージシステムであっ
て、
前記マッサージ機は、
前記マッサージ機構を駆動する駆動部と、
該駆動部の前記マッサージ機構に対する駆動動作を制御
する制御部と、
被施療者の生体情報を取得する生体情報取得部と、
該生体情報取得部によって取得された生体情報を前記制
御プログラムデータベースへ送信する生体情報送信部と
を有し、
前記制御プログラムデータベースは、
前記マッサージ機から送信された生体情報を受信する生
体情報受信部と、
該生体情報受信部によって受信された生体情報に基づい
て前記複数の制御プログラムから特定の制御プログラム
を選択する制御プログラム選択部と、
該制御プログラム選択部によって選択された制御プログ
ラムを前記マッサージ機に対して送信する制御プログラ
ム送信部とを有し、
前記マッサージ機は更に、
前記制御プログラムデータベースから送信された制御プ
ログラムを受信する制御プログラム受信部を有し、
前記制御部は、前記制御プログラム受信部によって受信
された制御プログラムにしたがって前記駆動動作を制御
すべくなしてあることを特徴とするマッサージシステ
ム。
【請求項２】  前記制御プログラムデータベースは更
に、
身体の状態を示す複数の身体状態情報を記憶する身体状
態情報記憶部と、
前記受信された生体情報に基づいて前記複数の身体状態
情報から特定の身体状態情報を選択する身体状態情報選
択部と、
該身体状態情報選択部によって選択された身体状態情報
を前記マッサージ機に対して送信する身体状態情報送信
部とを有する請求項１に記載のマッサージシステム。
【請求項３】  マッサージ機と、該マッサージ機と通信
可能に接続され、被施療者の健康診断を行うために用い
られる医師側コンピュータとを備えるマッサージシステ
ムであって、
前記マッサージ機は、
被施療者の身体へ刺激を与えるためのマッサージ機構
と、
該マッサージ機構を駆動する駆動部と、
該駆動部の前記マッサージ機構に対する駆動動作を制御
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する制御部と、
被施療者の生体情報を取得する生体情報取得部と、
該生体情報取得部によって取得された生体情報を前記医
師側コンピュータに対して送信する生体情報送信部とを
有し、
前記医師側コンピュータは、
前記マッサージ機から送信された生体情報を受信する生
体情報受信部と、
該生体情報受信部によって受信された生体情報に基づい
て診断された被施療者の身体の状態に関する身体状態情
報の入力を受け付ける身体状態情報受付部と、
該身体状態情報受付部によって入力が受け付けられた身
体状態情報を前記マッサージ機へ送信する身体状態情報
送信部とを有し、
前記マッサージ機は更に、
前記医師側コンピュータから送信された身体状態情報を
受信する身体状態情報受信部と、
該身体状態情報受信部によって受信された身体状態情報
を出力する身体状態情報出力部とを有することを特徴と
するマッサージシステム。
【請求項４】  前記マッサージ機は更に、
被施療者を撮像する撮像装置と、
被施療者の音声を検出する音声検出装置と、
前記撮像装置によって撮像された画像を示す画像データ
及び前記音声検出装置によって検出された音声を示す音
声データを前記医師側コンピュータに対して送信するデ
ータ送信部とを有し、
前記医師側コンピュータは更に、
医師を撮像する撮像装置と、
医師の音声を検出する音声検出装置と、
該撮像装置によって撮像された画像を示す画像データ及
び前記音声検出装置によって検出された音声を示す音声
データを前記マッサージ機に対して送信するデータ送信
部とを有する請求項３に記載のマッサージシステム。
【請求項５】  前記マッサージ機構の動作パターンを示
す複数の制御プログラムを記憶する制御プログラムデー
タベースを更に備え、
該制御プログラムデータベースは、
前記身体状態情報に基づいて前記複数の制御プログラム
から特定の制御プログラムを選択する制御プログラム選
択部と、
該制御プログラム選択部によって選択された制御プログ
ラムを前記マッサージ機に対して送信する制御プログラ
ム送信部とを有する請求項３又は請求項４に記載のマッ
サージシステム。
【請求項６】  前記マッサージ機は更に、前記受信され
た制御プログラムを記憶する制御プログラム記憶部を有
する請求項１、請求項２又は請求項５に記載のマッサー
ジシステム。
【請求項７】  前記生体情報取得部は、被施療者の体温
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を測定する体温測定器である請求項１乃至請求項６の何
れかに記載のマッサージシステム。
【請求項８】  前記生体情報取得部は、被施療者の心拍
数を測定する心拍数測定器である請求項１乃至請求項７
の何れかに記載のマッサージシステム。
【請求項９】  前記生体情報取得部は、被施療者の血圧
を測定する血圧測定器である請求項１乃至請求項８の何
れかに記載のマッサージシステム。
【請求項１０】  前記生体情報取得部は、被施療者の脳
波を測定する脳波測定器である請求項１乃至請求項９の
何れかに記載のマッサージシステム。
【請求項１１】  前記生体情報取得部は、被施療者の体
脂肪を測定する体脂肪測定器である請求項１乃至請求項
１９の何れかに記載のマッサージシステム。
【請求項１２】  前記生体情報取得部は、少なくとも一
対の電極が設けられたヘッドフォンを用いて構成される
請求項７乃至請求項１１の何れかに記載のマッサージシ
ステム。
【請求項１３】  前記生体情報取得部は、被施療者の身
体を叩打する叩打部と、該叩打部による叩打によって生
ずる打診音を検出する打診音検出部とを備える請求項１
乃至請求項１２の何れかに記載のマッサージ機。
【請求項１４】  被施療者の身体へ刺激を与えるための
マッサージ機構と、
該マッサージ機構を駆動する駆動部と、
該駆動部の前記マッサージ機構に対する駆動動作を制御
する制御部と、
被施療者の生体情報を取得する生体情報取得部と、
該生体情報取得部によって取得された生体情報を外部へ
送信する生体情報送信部と、
該生体情報送信部によって送信された生体情報に基づい
て生成された被施療者の身体の状態に関する身体状態情
報を外部から受信する診断情報受信部と、
該診断情報受信部によって受信された身体状態情報を出
力する身体状態情報出力部とを備えることを特徴とする
マッサージ機。
【請求項１５】  マッサージ機構の動作パターンを示す
複数の制御プログラムを記憶するデータベースと通信可
能に接続されており、
前記データベースに記憶されている複数の制御プログラ
ムから前記送信された生体情報に基づいて選択された特
定の制御プログラムを前記データベースから受信する制
御プログラム受信部を更に備え、
前記制御部は、前記制御プログラム受信部によって受信
された制御プログラムにしたがって前記駆動動作を制御
すべくなしてある請求項１４に記載のマッサージ機。
【請求項１６】  前記取得された生体情報を記憶する記
憶部を更に備える請求項１４又は請求項２に記載のマッ
サージ機。
【請求項１７】  前記記憶部に記憶されている生体情報*
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*を可搬型記録媒体に書き込む生体情報書き込み装置を更
に備える請求項１６に記載のマッサージ機。
【請求項１８】  前記生体情報取得部は、被施療者の体
温を測定する体温測定器である請求項１４乃至請求項１
７の何れかに記載のマッサージ機。
【請求項１９】  前記生体情報取得部は、被施療者の心
拍数を測定する心拍数測定器である請求項１４乃至請求
項１８の何れかに記載のマッサージ機。
【請求項２０】  前記生体情報取得部は、被施療者の血
圧を測定する血圧測定器である請求項１４乃至請求項１
９の何れかに記載のマッサージ機。
【請求項２１】  前記生体情報取得部は、被施療者の脳
波を測定する脳波測定器である請求項１４乃至請求項２
０の何れかに記載のマッサージ機。
【請求項２２】  前記生体情報取得部は、被施療者の体
脂肪を測定する体脂肪測定器である請求項１４乃至請求
項２１の何れかに記載のマッサージ機。
【請求項２３】  前記生体情報取得部は、少なくとも一
対の電極が設けられたヘッドフォンを用いて構成される
請求項１８乃至請求項２２の何れかに記載のマッサージ
システム。
【請求項２４】  前記生体情報取得部は、被施療者の身
体を叩打する叩打部と、該叩打部による叩打によって生
ずる打診音を検出する打診音検出部とを有する請求項１
４乃至請求項２３の何れかに記載のマッサージ機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、被施療者の身体を
施療するマッサージ機、該マッサージ機を用いたマッサ
ージシステム、及び前記マッサージ機の動作を制御する
ために用いられる制御プログラムを記憶する制御プログ
ラムデータベースに関する。
【０００２】
【従来の技術】椅子型又はマットレス型等のマッサージ
機が広く知られている。例えば椅子型のマッサージ機
は、座部と背凭れ部とを有し、人体の施療を行うための
施療子を前記背凭れ部に設けた構造とされており、内蔵
する複数の電動モータの駆動の組み合わせにより、施療
子に複数の動作（例えば揉み動作、叩き動作、施療部位
の変更等）を選択的に行わせることが可能とされたもの
が一般的である。このように複数種類の施療動作が可能
なマッサージ機は一般的に操作部を有しており、この操
作部を被施療者が操作することにより、被施療者が所望
する刺激の種類（例えば揉み、叩き等）及び強さ（例え
ば、強、中、弱等）を選択することが可能とされてお
り、選択した刺激の種類及び強さに応じた施療動作をマ
ッサージ機に行わせることができる。
【０００３】ところで、施療を受けるときの被施療者の
身体の状態（例えば疲労が激しい等）によって適した刺
激は異なる。しかし、上述したようなマッサージ機にお
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ける施療動作は、通常の成人が嗜好する刺激の強さ等に
基づいて予めプログラムされたものであるため、必ずし
も適した刺激であるとはいえない。そこで、被施療者の
心拍数又は血圧値等の生体情報を測定し、測定した生体
情報に基づいて施療動作を切り替えるマッサージ機が、
特開平９－１９２１８６号公報及び特開２０００－１９
０６１６号公報等で提案されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】ところで、マッサージ
機を購入後に施療動作のプログラムを更新することがで
きる仕組みがあれば、被施療者の身体の様々な状態に応
じた適切なプログラムにしたがって施療動作を行うこと
も可能であるが、上述したような生体情報を利用した従
来のマッサージ機ではそのような仕組みは実現されてい
ない。
【０００５】更に、生体情報の解析は一般的に困難であ
るため、マッサージ機単体で生体情報を処理するには限
界があるという問題があった。
【０００６】本発明は斯かる事情に鑑みてなされたもの
であり、その目的は、通信手段を用いることによって施
療動作のプログラムを更新することが可能な生体情報を
利用したマッサージ機を提供することにある。
【０００７】また、本発明の他の目的は、通信手段を用
いることによって医師による診断を受けることが可能な
生体情報を利用したマッサージ機を提供することにあ
る。
【０００８】
【課題を解決するための手段】上述した課題を解決する
ために、本発明に係るマッサージシステムは、被施療者
の身体へ刺激を与えるためのマッサージ機構を有するマ
ッサージ機と、該マッサージ機と通信可能に接続され、
前記マッサージ機構の動作パターンを示す複数の制御プ
ログラムを記憶する制御プログラムデータベースとを備
えるマッサージシステムであって、前記マッサージ機
は、前記マッサージ機構を駆動する駆動部と、該駆動部
の前記マッサージ機構に対する駆動動作を制御する制御
部と、被施療者の生体情報を取得する生体情報取得部
と、該生体情報取得部によって取得された生体情報を前
記制御プログラムデータベースへ送信する生体情報送信
部とを有し、前記制御プログラムデータベースは、前記
マッサージ機から送信された生体情報を受信する生体情
報受信部と、該生体情報受信部によって受信された生体
情報に基づいて前記複数の制御プログラムから特定の制
御プログラムを選択する制御プログラム選択部と、該制
御プログラム選択部によって選択された制御プログラム
を前記マッサージ機に対して送信する制御プログラム送
信部とを有し、前記マッサージ機は更に、前記制御プロ
グラムデータベースから送信された制御プログラムを受
信する制御プログラム受信部を有し、前記制御部は、前
記制御プログラム受信部によって受信された制御プログ
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ラムにしたがって前記駆動動作を制御すべくなしてある
ことを特徴とする。
【０００９】このように構成すると、マッサージ機は、
被施療者の生体情報に基づいて選択された制御プログラ
ムを制御プログラムデータベースからダウンロードする
ことができるようになる。よって、被施療者の身体の様
々な状態に対応する施療を実行することが可能となる。
【００１０】また、前記発明に係るマッサージシステム
において、前記制御プログラムデータベースは更に、被
施療者の身体の状態を示す複数の身体状態情報を記憶す
る身体状態情報記憶部と、前記受信された生体情報に基
づいて前記複数の身体状態情報から特定の身体状態情報
を選択する身体状態情報選択部と、該身体状態情報選択
部によって選択された身体状態情報を前記マッサージ機
に対して送信する身体状態情報送信部とを有してもよ
い。
【００１１】また、本発明に係るマッサージシステム
は、マッサージ機と、該マッサージ機と通信可能に接続
され、被施療者の健康診断を行うために用いられる医師
側コンピュータとを備えるマッサージシステムであっ
て、前記マッサージ機は、被施療者の身体へ刺激を与え
るためのマッサージ機構と、該マッサージ機構を駆動す
る駆動部と、該駆動部の前記マッサージ機構に対する駆
動動作を制御する制御部と、被施療者の生体情報を取得
する生体情報取得部と、該生体情報取得部によって取得
された生体情報を前記医師側コンピュータに対して送信
する生体情報送信部とを有し、前記医師側コンピュータ
は、前記マッサージ機から送信された生体情報を受信す
る生体情報受信部と、該生体情報受信部によって受信さ
れた生体情報に基づいて診断された被施療者の身体の状
態に関する身体状態情報の入力を受け付ける身体状態情
報受付部と、該身体状態情報受付部によって入力が受け
付けられた身体状態情報を前記マッサージ機へ送信する
身体状態情報送信部とを有し、前記マッサージ機は更
に、前記医師側コンピュータから送信された身体状態情
報を受信する身体状態情報受信部と、該身体状態情報受
信部によって受信された身体状態情報を出力する身体状
態情報出力部とを有することを特徴とする。
【００１２】このように構成すると、生体情報の解析が
困難な場合であっても、医師による診察を受けることが
可能となるので、適切な施療を実行することが可能とな
る。
【００１３】また、前記発明に係るマッサージシステム
において、前記マッサージ機は更に、被施療者を撮像す
る撮像装置と、被施療者の音声を検出する音声検出装置
と、前記撮像装置によって撮像された画像を示す画像デ
ータ及び前記音声検出装置によって検出された音声を示
す音声データを前記医師側コンピュータに対して送信す
るデータ送信部とを有し、前記医師側コンピュータは更
に、医師を撮像する撮像装置と、医師の音声を検出する
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7
音声検出装置と、該撮像装置によって撮像された画像を
示す画像データ及び前記音声検出装置によって検出され
た音声を示す音声データを前記マッサージ機に対して送
信するデータ送信部とを有していもよい。これにより、
被施療者と医師とが会話をしながら一連の処理を実行す
ることができるようになる。
【００１４】また、前記発明に係るマッサージシステム
において、前記マッサージ機構の動作パターンを示す複
数の制御プログラムを記憶する制御プログラムデータベ
ースを更に備え、該制御プログラムデータベースは、前
記身体状態情報に基づいて前記複数の制御プログラムか
ら特定の制御プログラムを選択する制御プログラム選択
部と、該制御プログラム選択部によって選択された制御
プログラムを前記マッサージ機に対して送信する制御プ
ログラム送信部とを有してもよい。
【００１５】また、前記発明に係るマッサージシステム
において、前記マッサージ機は更に、前記受信された制
御プログラムを記憶する制御プログラム記憶部を有して
もよい。これにより、被施療者は自己の生体情報を日々
記録して健康管理に役立てることができるようになる。
【００１６】また、前記発明に係るマッサージシステム
において、前記生体情報取得部が、被施療者の体温を測
定する体温測定器であってもよく、被施療者の心拍数を
測定する心拍数測定器であってもよい。さらに、この生
体情報取得部が、被施療者の血圧を測定する血圧測定
器、被施療者の脳波を測定する脳波測定器、又は被施療
者の体脂肪を測定する体脂肪測定器であってもよい。
【００１７】また、前記発明に係るマッサージシステム
において、前記生体情報取得部が、少なくとも一対の電
極が設けられたヘッドフォンを用いて構成されていても
よい。
【００１８】さらに、前記発明に係るマッサージシステ
ムにおいて、前記生体情報取得部が、被施療者の身体を
叩打する叩打部と、該叩打部による叩打によって生ずる
打診音を検出する打診音検出部とを備えていてもよい。
【００１９】また、本発明に係るマッサージ機は、被施
療者の身体へ刺激を与えるためのマッサージ機構と、該
マッサージ機構を駆動する駆動部と、該駆動部の前記マ
ッサージ機構に対する駆動動作を制御する制御部と、被
施療者の生体情報を取得する生体情報取得部と、該生体
情報取得部によって取得された生体情報を外部へ送信す
る生体情報送信部と、該生体情報送信部によって送信さ
れた生体情報に基づいて生成された被施療者の身体の状
態に関する身体状態情報を外部から受信する診断情報受
信部と、該診断情報受信部によって受信された身体状態
情報を出力する身体状態情報出力部とを備えることを特
徴とする。
【００２０】また、前記発明に係るマッサージ機におい
て、マッサージ機構の動作パターンを示す複数の制御プ
ログラムを記憶するデータベースと通信可能に接続され
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ており、前記データベースに記憶されている複数の制御
プログラムから前記送信された生体情報に基づいて選択
された特定の制御プログラムを前記データベースから受
信する制御プログラム受信部を更に備え、前記制御部
は、前記制御プログラム受信部によって受信された制御
プログラムにしたがって前記駆動動作を制御するように
構成されてもよい。
【００２１】また、前記発明に係るマッサージ機におい
て、前記取得された生体情報を記憶する記憶部を更に備
えていてもよい。これにより、被施療者は自己の生体情
報を日々記録して健康管理に役立てることができるよう
になる。
【００２２】また、前記発明に係るマッサージ機におい
て、前記記憶部に記憶されている生体情報を可搬型記録
媒体に書き込む生体情報書き込み装置を更に備えていて
もよい。これにより、被施療者の生体情報が書き込まれ
た可搬型記録媒体が作成されるので、その可搬型記録媒
体を医療機関等に提供し、その医療機関等の診断を受け
ることによって、健康管理に役立てることができる。
【００２３】また、前記発明に係るマッサージ機におい
て、前記生体情報取得部が、被施療者の体温を測定する
体温測定器であってもよく、被施療者の心拍数を測定す
る心拍数測定器であってもよい。さらに、この生体情報
取得部は、被施療者の血圧を測定する血圧測定器、被施
療者の脳波を測定する脳波測定器、被施療者の体脂肪を
測定する体脂肪測定器であってもよい。
【００２４】また、前記発明に係るマッサージ機におい
て、前記生体情報取得部が、少なくとも一対の電極が設
けられたヘッドフォンを用いて構成されていてもよい。
【００２５】さらに、前記発明に係るマッサージ機にお
いて、前記生体情報取得部が、被施療者の身体を叩打す
る叩打部と、該叩打部による叩打によって生ずる打診音
を検出する打診音検出部とを有していてもよい。
【００２６】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図面を参照しながら説明する。
【００２７】（実施の形態１）図１は、本発明の実施の
形態１に係るマッサージシステムの構成を示す概念図で
ある。本実施の形態に係るマッサージシステムは、上述
したマッサージ機１と、インターネット２に接続可能な
マッサージプログラムデータベース３とを備えている。
【００２８】マッサージプログラムデータベース（以
下、マッサージプログラムＤＢという）３は、マッサー
ジ機１が有するマッサージ機構の動作パターンを示す制
御プログラムであるマッサージプログラムを複数記憶し
ている。そして、その記憶している複数のマッサージプ
ログラムの中から後述するようにして選択したマッサー
ジプログラムをマッサージ機１に対して送信する。
【００２９】また、マッサージプログラムＤＢ３は、例
えば３０代の男性の標準の血圧値、心拍数及び体脂肪等
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を示す情報等のように、年齢及び性別等の属性に応じて
規定された生体情報を記憶している。以下では、このよ
うな生体情報を標準生体情報という。
【００３０】図２は、本発明の実施の形態１に係るマッ
サージシステムが備えるマッサージ機の構成の一例を示
す斜視図である。図２に示す如く、本実施の形態に係る
マッサージ機１は、座部５、背凭れ部６、及びフットレ
スト７から主として構成されている。座部５は、水平配
置された棒状の脚部５ａをその下部両側に夫々有する基
台５ｂの上部に、クッション部５ｃが配されて構成され
ている。脚部５ａの両端付近の内部にはロードセル３３
がそれぞれ設けられている。またクッション部５ｃは、
ウレタンフォーム、スポンジ、又は発泡スチロール製の
内装材（図示せず）が基台５ｂの上面に載置されてお
り、更にこれをポリエステル製の起毛トリコット、合成
皮革、又は天然皮革等からなる外装材にて覆って構成さ
れている。
【００３１】座部５の上部前側には、被施療者の足首及
び脹脛をマッサージするためのフットレスト７の上端部
が枢着されている。これにより、フットレスト７は、そ
の上端部を中心にして前後に回動可能とされている。
【００３２】更に座部５の後部には、背凭れ部６が設け
られている。背凭れ部６は、被施療者の上半身を支持す
べく、一般的な体格の成人がマッサージ機１に着座した
際に、該成人の身体の一部がその外部にはみ出ない程度
の大きさとされており、前面視略長方形をなしている。
背凭れ部６の下端部は、座部５の後部に横方向の枢軸に
よって枢支されており、この枢軸を中心に背凭れ部６が
回動することにより、前後にリクライニングが可能とさ
れている。また背凭れ部６の両側部には、基台５ｂに固
定支持された肘掛け部５ｄが夫々設けられている。
【００３３】背凭れ部６の内部には、図３に示す如きマ
ッサージ機構８が設けられている。図３は、本発明の実
施の形態１に係るマッサージシステムが備えるマッサー
ジ機１のマッサージ機構８の構成を示す分解斜視図であ
る。マッサージ機構８は被施療者の身体に機械的刺激を
与える４つの施療子９とこの施療子９を変位駆動するモ
ータ１０、１１とを有している。施療子９は２つのＶ字
状のアーム１２の先端それぞれに取り付けられている。
夫々のアーム１２は、略Ｖ字状をなす２つのコンロッド
１３に所定の範囲内で回転可能であるように夫々取り付
けられている。各コンロッド１３には、嵌合孔１４が設
けられており、この嵌合孔１４に回転軸１５の両端に設
けられた傾斜部１６が遊嵌されている。この傾斜部１６
は、回転軸１５に対して所定角度傾斜した状態で設けら
れたものである。回転軸１５の中間部分には、ヘリカル
ギヤ１７ａが同軸的に設けられており、このヘリカルギ
ヤ１７ａがウォーム１７ｂと噛合している。このよう
に、ヘリカルギヤ１７ａとウォーム１７ｂとでウォーム
ギヤ機構１７が構成されている。

10
【００３４】ウォーム１７ｂの一端には、プーリ１８ａ
が同軸的に設けられており、ベルト１８ｂによってこの
プーリ１８ａとモータ１０の出力軸に設けられたプーリ
１８ｃとが連結されている。従って、モータ１０の回転
運動はベルト１８ｂを介してウォーム１７ｂへ伝達さ
れ、ウォーム１７ｂの回転によって回転軸１５が回転す
る。そして、回転軸１５の回転に伴い、傾斜部１６が円
錐形の軌跡を描くように変位し、これによってコンロッ
ド１３が規則的に動作して、左右の施療子９が近接・離
反するように左右及び上下方向へ略楕円を描くように移
動する。これが施療子９の揉み動作となる。なお、施療
子９の揉み動作には、左右の施療子９が近接するときに
前方（施療者側）へ移動し、左右の施療子９が離反する
ときに後方へ移動する動作も含まれる。このように、揉
み動作では、施療子９が３次元的に移動することとな
る。
【００３５】また、図３に示すように、コンロッド１３
の下部には嵌合穴１９が設けられており、この嵌合穴１
９に連結部材２０に設けられた突出部２１が挿入されて
いる。連結部材２０には、横方向の孔２２が設けられて
おり、この孔２２に、回転軸２３の両端部に設けられた
偏心部２４が遊嵌している。また、回転軸２３の中間部
分にはプーリ２５ａが同軸的に設けられており、ベルト
２５ｂによってこのプーリ２５ａとモータ１１の出力軸
に設けられたプーリ２５ｃとが連結されている。従っ
て、モータ１１の回転運動はベルト２５ｂを介して回転
軸２３に伝達され、回転軸２３の両端の偏芯部２４の公
転によって連結部材２０が略上下に移動する。この結
果、コンロッド１３が嵌合孔１４を中心に往復回動する
ので施療子９が円弧を描くように略上下に往復移動す
る。これが施療子９の叩き動作となる。
【００３６】このように、モータ１０の駆動によって施
療子９の揉み動作が、モータ１１の駆動によって施療子
９の叩き動作が行われ、モータ１０、１１を同時に駆動
することにより、両動作が合成されて行われることとな
る。もちろん、各動作を独立に行うことも可能である。
【００３７】このようなマッサージ機構８は、図２に示
すようにガイドローラ２６に支持されている。ガイドロ
ーラ２６は、マッサージ機構８の昇降を案内するように
構成されており、これによって背凭れ部６の下部に設け
られたモータ２７を駆動した場合に、マッサージ機構８
がガイドローラ２６に沿って昇降することが可能とされ
ている。
【００３８】また、マッサージ機１は、図２に示すとお
り、リモートコントローラ３０、ヘッドフォン３１、及
び血圧測定器３２を備えている。
【００３９】リモートコントローラ３０は、キー入力が
可能な操作部３０ａと、液晶ディスプレイ等で構成され
た表示部３０ｂとを有している。被施療者によって操作
部３０ａが操作された場合、その操作に応じた出力信号
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を発生するようになっている。リモートコントローラ３
０からの出力信号はマッサージ機１に入力され、これに
よって被施療者からの動作指示がマッサージ機１に与え
られる。
【００４０】ヘッドフォン３１は、一の基台５ｄに設け
られた端子３５を介してマッサージ機１と接続されてお
り、同じく基台５ｂに設けられたＣＤ－Ｒドライブ等の
外部記憶装置４８によって再生される音響を被施療者が
聞くことができるように構成されている。このヘッドフ
ォン３１が有する耳当て部には該ヘッドフォン３１を被
施療者が装着した場合にその被施療者の両耳に接するよ
うに配された複数の電極３１ａが設けられている。これ
らの電極３１ａを用いて、被施療者の脳波、体温、脈
拍、及び体脂肪等の生体情報を後述するようにして取得
する。
【００４１】また、血圧測定器３２は、挿入された被施
療者の上腕部に対してポンプを用いて加圧することによ
って被施療者の血圧値を測定する周知のものである。こ
の血圧測定器３２は、ヘッドフォン３１と同様に一の基
台５ｄに設けられた端子３５を介してマッサージ機１と
接続されている。そして、血圧測定器３２によって測定
された血圧値を示す信号はマッサージ機１に対して出力
され、その信号に応じた内容がリモートコントローラ３
０の表示部３０ｂ上に表示される。
【００４２】図４は、本発明の実施の形態１に係るマッ
サージシステムが備えるマッサージ機１の構成を示すブ
ロック図である。マッサージ機１の背凭れ部３の下部に
は、制御部４０が内蔵されている（図示せず）。この制
御部４０は、図３に示すように、ＣＰＵ４１、ＲＯＭ４
２、ＲＡＭ４３、入出力インタフェース４４、外部記憶
装置４８から主として構成されている。また、入出力イ
ンタフェース４４には制御部４０の外部に設けられたロ
ードセル３３及び通信部５１、更にはマッサージ機１の
外部に設けられたリモートコントローラ３０、ヘッドフ
ォン３１、及び血圧測定器３２が接続されている。
【００４３】ＣＰＵ４１は、ＲＯＭ４２に記憶されてい
るプログラム及び／又はＲＡＭ４３にロードされたプロ
グラムを実行することが可能である。
【００４４】ＲＯＭ４２は、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュ
メモリ等の書き換え可能な素子から構成されており、Ｃ
ＰＵ４１に実行されるプログラム及び各種のデータ等が
記憶されている。このＲＯＭ４２に記憶されているプロ
グラムには、マッサージ機構８の動作パターンを示すマ
ッサージプログラムが含まれる。ＣＰＵ４１は、ＲＯＭ
４２に記憶されているプログラムを実行することによ
り、本実施の形態に係るマッサージ機１に後述するよう
な動作を行わせることができる。また、このＲＯＭ４２
に記憶されているデータには、上述したようにマッサー
ジプログラムＤＢ３が記憶している標準生体情報が含ま
れる。
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【００４５】ＲＡＭ４３は、ＳＲＡＭ又はＤＲＡＭ等に
より構成されている。ＲＡＭ４３は、ＲＯＭ４２に記憶
されているプログラムを実行するときに、ＣＰＵ４１の
作業領域として利用される。
【００４６】外部記憶装置４８は、上述したように、Ｃ
Ｄ－Ｒ（Recordable）ドライブ等で構成されており、Ｃ
Ｄ－Ｒ等の可搬型記録媒体に記憶されている情報の読み
出し、及び可搬型記録媒体への情報の書き込みを行うこ
とが可能である。
【００４７】入出力インタフェース４４は、例えばUS
B、IEEE1394、RS-232C等のシリアルインタフェース、SC
SI、IDE、IEEE1284等のパラレルインタフェース、Ｄ／
Ａ変換器、Ａ／Ｄ変換器等からなるアナログインタフェ
ース等により構成されている。
【００４８】また、入出力インタフェース４４には、モ
ータ１０、１１、２７を夫々駆動するための駆動回路４
５、４６、４７が接続されている。これらの駆動回路
は、図示しない電源に接続されており、入出力インタフ
ェース４４から出力されたパルス信号に応じた電流をモ
ータ１０、１１、２７に夫々供給するようになってい
る。更に具体的に説明すると、ＣＰＵ４１がモータ１
０、１１、２７の回転方向及び回転速度を決定し、決定
した回転方向及び回転速度に応じたパルス信号を発生さ
せるように、入出力インタフェース４４が備えるパルス
発生器に指示信号を与える。パルス発生器は、ＣＰＵ４
１から指示されたパルス幅のパルス信号を発生し、駆動
回路４５、４６、４７に与える。このようなＰＷＭ制御
により、駆動回路４５、４６、４７はモータ１０、１
１、２７にパルス信号に応じた電流を供給し、モータ１
０、１１、２７を所要の回転方向、回転速度にて駆動す
る。
【００４９】なお、モータ１０、１１、２７はＤＣサー
ボモータであっても、ＡＣサーボモータであってもよ
い。また、このような駆動対象のモータの種類に応じて
駆動回路４５、４６、４７の構成が変更されることは言
うまでもない。
【００５０】通信部５１は、モデム、ＴＡ及びＤＳＵ等
から構成されており、インターネット２に接続された他
の機器との間でデータの送受信を行うことを可能とし、
外部から受信したデータを制御部４０へ出力し、制御部
４０から入力したデータを外部へ送信することができる
ようになっている。
【００５１】上述したように、本実施の形態に係るマッ
サージ機には、ヘッドフォン３１及び血圧測定器３２が
直接接続されているが、図５に示すように、これらのヘ
ッドフォン３１及び血圧測定器３２とマッサージ機１と
を接続するための接続装置３６を設けるような構成であ
ってもよい。このような構成とする場合、ヘッドフォン
３１及び血圧測定器３２を用いて測定された各種の生体
情報等を表示するための表示部３７を接続装置３６が有
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することによって、本実施の形態の場合のようにリモー
トコントローラ３０の表示部３０ａを用いることなく各
種のデータを被施療者に知らせることが可能となる。
【００５２】次に、本発明の実施の形態１に係るマッサ
ージシステムの動作について説明する。
【００５３】図６及び図７は、本実施の形態に係るマッ
サージシステムの動作の手順を示すフローチャートであ
る。なお、図６に示す手順に先立って、被施療者はマッ
サージ機１に対して自己の属性データ（年齢、性別等）
を入力しておく。この属性データの入力は、リモートコ
ントローラ３０の操作部３０ａを用いて行ってもよい
が、これには限定されない。例えばＩＣカード等の可搬
型記録媒体に記録されている情報を読み出すことができ
るようにマッサージ機１を構成し、被施療者が予め属性
データが登録された可搬型記録媒体をマッサージ機１に
挿入することによって属性データの入力を行うことも可
能である。
【００５４】被施療者は、マッサージプログラムＤＢ３
を管理する機関との間でマッサージプログラムの提供を
受ける旨の契約を予め締結しておき、その機関が発行し
たＩＤ情報を取得する。そして、マッサージプログラム
の提供を受ける場合、そのＩＤ情報を、リモートコント
ローラ３０の操作部３０ｂを用いてマッサージ機１に対
して入力する。マッサージ機１は、入力されたＩＤ情報
をマッサージプログラムＤＢ３に対して送信する（Ｓ４
０１）。
【００５５】マッサージプログラムＤＢ３は、マッサー
ジ機１から送信されたＩＤ情報を受信した場合（Ｓ５０
１）、受信したＩＤ情報に基づいて認証処理を実行し
（Ｓ５０２）、認証に成功したか又は失敗したかを判定
する（Ｓ５０３）。その結果、認証に失敗したと判定し
た場合（Ｓ５０３で失敗）、認証に失敗した旨を示す認
証失敗情報をマッサージ機１に対して送信する（Ｓ５０
４）。
【００５６】マッサージ機１は、マッサージプログラム
ＤＢ３から送信された認証失敗情報を受信した場合（Ｓ
４０２）、処理を終了する。この場合、被施療者はマッ
サージプログラムＤＢ３からマッサージプログラムの提
供を受けることができない。
【００５７】一方、ステップＳ５０３にて認証に成功し
たと判定した場合（Ｓ５０３で成功）、マッサージプロ
グラムＤＢ３は、認証に成功した旨を示す認証成功情報
をマッサージ機１に対して送信する（Ｓ５０５）。マッ
サージ機１は、この認証成功情報を受信した場合（Ｓ４
０３）、以下の処理を実行する。
【００５８】マッサージ機１は、被施療者の生体情報を
取得するが（Ｓ４０４）、この処理は以下のようにして
行われる。
【００５９】まず被施療者は、上腕部を血圧測定器３２
に挿入し、血圧測定器３２に設けられている操作部を用
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いて血圧の測定の開始を指示する。その結果、得られた
被施療者のマッサージ前の血圧値に応じた信号が血圧測
定器３２からマッサージ機１へ出力される。
【００６０】また、被施療者は、所望のＣＤを外部記憶
装置４８に装着し、マッサージ機１に着座した状態でヘ
ッドフォン３１を頭部に装着する。そして、リモートコ
ントローラ３０の操作部３０ｂを用いて前記ＣＤに記録
されている音楽の再生を指示する。その結果、外部記憶
装置４８はそのＣＤに記録されている音楽に係るオーデ
ィオ信号をヘッドフォン３１に対して出力する。これに
より、被施療者は好みの音楽を聴きながらマッサージを
受けることが可能となる。なお、このように音楽を聴く
ことによって、よりリラックスした状態でマッサージを
受けることとなるため、マッサージの効果が高められ
る。ここで、マッサージ機１が音楽に同調してマッサー
ジ動作を行うようなことも可能である。マッサージ機１
をこのように構成した場合、マッサージ効果がより高め
られることが期待できる。
【００６１】次に、被施療者は、リモートコントローラ
３０の操作部３０ｂを用いて、脳波、体温、心拍数及び
体脂肪の測定を指示する。入出力インタフェース４４を
介して前記指示に応じた信号が入力されたＣＰＵ４１
は、同じく入出力インタフェース４４を介してヘッドフ
ォン３１に設けられた電極３１ａから入力される電気信
号を用いて公知の手法により被施療者の脳波、体温、心
拍数及び体脂肪を測定する。
【００６２】また、ＣＰＵ４１は、入出力インタフェー
ス４４を介してロードセル３３から入力された信号に基
づいて被施療者の体重を測定する。この体重の測定は、
ロードセル３３から入力された信号によって示されるマ
ッサージ１及び被施療者の重量からマッサージ機１の重
量を差し引くことによって実行し得る。
【００６３】以上のようにしてマッサージ機１は被施療
者の血圧値、脳波、体温、心拍数、体脂肪及び体重、す
なわち被施療者の生体情報を取得する（Ｓ４０４）。そ
して、取得した生体情報のうち、脳波を除く血圧値、脳
波、体温、心拍数、体脂肪及び体重について、その数値
をリモートコントローラ３０の表示部３０ｂに表示させ
る（Ｓ４０５）。これにより、被施療者は、マッサージ
前の生体情報を確認することができる。そして、ステッ
プＳ４０４にて取得した生体情報及び予め入力された被
施療者の属性データをマッサージプログラムＤＢ３に対
して送信する（Ｓ４０６）。
【００６４】マッサージプログラムＤＢ３は、マッサー
ジ機１から送信された被施療者の生体情報及び属性デー
タを受信した場合（Ｓ５０９）、受信した属性データに
基づいて生体情報の解析処理を実行する（Ｓ５１０）。
この解析処理には、例えば記憶している標準生体情報と
前記受信した生体情報とを比較し、その差異等に基づい
て被施療者の身体の状態を解析する処理が含まれる。
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【００６５】次にマッサージプログラムＤＢ３は、上述
した解析処理の結果に基づいて、記憶している複数のマ
ッサージプログラムから特定のマッサージプログラムを
検索する（Ｓ５１１）。この場合、例えば上述した解析
処理の結果により被施療者の血行が悪いと判断した場合
に血行を良くすることが可能なマッサージに係るマッサ
ージプログラムを検索する等、被施療者の身体の状態に
応じてマッサージプログラムを検索する。マッサージプ
ログラムＤＢ３は、このようにして検索したマッサージ
プログラムをマッサージ機１に対して送信する（Ｓ５１
２）。なお、ステップＳ５１２において、その選択した
マッサージプログラムがどのような目的（例えば、血行
を良くする目的、疲労を改善する目的等）のものである
のかを示す情報を併せて送信するようにしてもよい。
【００６６】マッサージ機１は、マッサージプログラム
ＤＢ３から送信されたマッサージプログラムを受信した
場合（Ｓ４０７）、受信したマッサージプログラムにし
たがってマッサージ動作を開始する（Ｓ４０８）。そし
て、そのマッサージプログラムによって定められた時間
だけマッサージ動作を継続した後にマッサージ動作を終
了する（Ｓ４０９）。
【００６７】マッサージ機１によるマッサージ動作の終
了を確認した被施療者は、マッサージ前と同様にして再
度生体情報の測定を試みる。その結果、マッサージ機１
は、被施療者の生体情報を取得する（Ｓ４１０）。そし
て、その取得した生体情報のうち、脳波を除く血圧値、
脳波、体温、心拍数、体脂肪及び体重について、その数
値をリモートコントローラ３０の表示部３０ａに表示さ
せる（Ｓ４１１）。
【００６８】次に、マッサージ機１は、前記取得した生
体情報に基づいて被施療者の身体の状態を診断する診断
処理を実行する（Ｓ４１２）。この診断処理には、例え
ばステップＳ４０４によってマッサージ前に取得した生
体情報とステップＳ４１０によってマッサージ後に取得
した生体情報とを比較し、その変化の度合い等に基づい
て被施療者の疲労度、ストレス度、リラックス度等を算
出する処理が含まれる。また、上述したようにして入力
された被施療者の属性データに対応する標準生体情報
と、マッサージ前後での生体情報とを比較し、その差異
等に基づいて被施療者の疲労度、ストレス度、リラック
ス度等を算出する処理が含まれる。
【００６９】次に、マッサージ機１は、マッサージ前及
びマッサージ後の生体情報の比較を示す比較情報と、上
述した診断処理による診断結果を示す診断結果情報とを
リモートコントローラ３０の表示部３０ａに表示させる
（Ｓ４１３）。
【００７０】図８は、診断結果の表示例を示す概念図で
ある。図８に示すとおり、表示部３０ａには、上述した
比較情報として、マッサージ前及びマッサージ後の生体
情報が対応付けられて表示される。これにより、被施療
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者は、マッサージ機１のマッサージによって生体情報が
どのように変化したのかを確認することができる。ま
た、表示部３０ａには、上述した診断結果情報として、
疲労度が改善されたか否か等が表示される。これによ
り、被施療者はマッサージ機１によるマッサージの効果
を客観的に把握することが可能となる。
【００７１】次に、マッサージ機１は、マッサージ前後
の生体情報、診断結果情報及び前記受信したマッサージ
プログラムをＲＯＭ４２に記憶する（Ｓ４１４）。この
ようにしてマッサージ機１が生体情報及び診断結果情報
を記憶するので、被施療者はこれらの情報の履歴等を容
易に確認することができる。また、マッサージ機１がマ
ッサージプログラムＤＢ３から提供されたマッサージプ
ログラムを記憶するので、そのマッサージプログラムに
関しては再度マッサージプログラムＤＢ３から提供を受
ける必要はない。そのため、マッサージ機１は、マッサ
ージ前に取得した被施療者の生体情報が以前に取得した
生体情報と類似している場合、その生体情報を取得した
ときに実行したマッサージプログラムをＲＯＭ４２から
読み出すことによってマッサージプログラムＤＢ３との
間での通信処理を経ることなく適切なマッサージを行う
ことが可能となる。
【００７２】以上のように、本実施の形態に係るマッサ
ージシステムが備えるマッサージ機１は、マッサージプ
ログラムＤＢ３からマッサージプログラムを取得するこ
とができる。そのため、マッサージ機１はマッサージプ
ログラムを随時更新することができるので、被施療者の
様々な身体の状態に応じた適切なマッサージを実行する
ことが可能となる。
【００７３】なお、本実施の形態では、マッサージプロ
グラムＤＢ３は、ステップＳ５１１において特定のマッ
サージプログラムを検索し、ステップＳ５１２において
その検索したマッサージプログラムをマッサージ機１に
対して送信している。しかしこのようにマッサージプロ
グラムを送信するのではなく、例えばマッサージプログ
ラムＤＢ３が、身体の状態（例えば、血行が良い又は悪
い等）を示す身体状態情報を予め複数記憶しておき、ス
テップＳ５１０の解析処理の結果に基づいて記憶してい
る複数の身体状態情報から特定の身体状態情報を選択
し、選択した身体状態情報をマッサージ機１へ送信する
ようにしてもよい。その結果、被施療者はその身体状態
情報をマッサージ機１にて確認することができ、どのマ
ッサージプログラムを実行すべきなのかを判断する際の
参考資料として活用することができる。
【００７４】（実施の形態２）本発明の実施の形態２に
係るマッサージシステムは、被施療者の生体情報を利用
するマッサージ機、医師が操作するクライアント、及び
前記マッサージ機と前記クライアントとを仲介するサー
バを備えるものである。
【００７５】図９は、本発明の実施の形態２に係るマッ
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サージシステムが備えるマッサージ機の構成の一例を示
す斜視図である。図９に示すように、マッサージ機１
は、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）等の撮像手段を
備え、この撮像手段により得られた撮像画像をマッサー
ジ機１へ出力するテレビカメラ５０を備えている。この
テレビカメラ５０は、背凭れ部６の背部から延設された
連結棒５０ａによってマッサージ機１と接続されてい
る。この連結棒５０ａは、テレビカメラ５０を所定の位
置に固定すべく、その長さ及び位置が調節可能なように
構成されている。そのため、被施療者が適宜調節するこ
とによって、マッサージ機１に着座した状態で被施療者
の顔が撮像できる位置にテレビカメラ５０を固定するこ
とができる。なお、このテレビカメラ５０は、マイクロ
フォン（図示せず）を備えており、そのマイクロフォン
によって被施療者の音声を検出することができるように
構成されている。
【００７６】図１０は、本発明の実施の形態２に係るマ
ッサージシステムが備えるマッサージ機の構成を示すブ
ロック図である。図１０に示すように、本実施の形態に
係るマッサージシステムが備えるマッサージ機１は、制
御部４０の外部に通信部５１を設けおり、該通信部５１
は入出力インタフェース４４に接続されている。この通
信部５１は、モデム、ＴＡ及びＤＳＵ等から構成されて
おり、インターネット２に接続された他の機器との間で
データの送受信を行うことを可能とし、外部から受信し
たデータを制御部４０へ出力し、制御部４０から入力し
たデータを外部へ送信することができるようになってい
る。
【００７７】また、図１０に示すように、上述したテレ
ビカメラ５０は入出力インタフェース４４に接続されて
いる。このテレビカメラ５０は、撮像した撮像画像に応
じた信号を制御部４０へ出力するように構成されてい
る。
【００７８】なお、マッサージ機１のその他の構成につ
いては実施の形態１の場合と同様であるので説明を省略
する。
【００７９】図１１は、本発明の実施の形態２に係るマ
ッサージシステムの構成を示す概念図である。本実施の
形態に係るマッサージシステムは、上述したマッサージ
機１と、インターネット２に接続可能なサーバ３００及
びクライアント４とを備えている。
【００８０】クライアント４は、マッサージ等に関する
知識を有している医師が操作するパーソナルコンピュー
タであり、ＣＣＤ等の撮像手段及びマイクロフォン等の
音声検出手段を備えるテレビカメラ（図示せず）が接続
されている。このクライアント４を操作する医師は、自
己を識別するための情報及び診察可能な時間等に関する
情報をサーバ３００に対して予め通知しておく。このよ
うにして通知された情報はサーバ３００が記憶する医師
情報に登録される。
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【００８１】次に、本発明の実施の形態２に係るマッサ
ージシステムの動作について説明する。
【００８２】図１２及び図１３は、本実施の形態に係る
マッサージシステムの動作の手順を示すフローチャート
である。なお、本実施の形態においても、実施の形態１
の場合と同様にして、被施療者は予め自己の属性データ
をマッサージ機１に入力しておく。
【００８３】被施療者は、サーバ３００を管理する機関
との間で医師による診察を受ける旨の契約を予め締結し
ておき、その機関が発行したＩＤ情報を取得する。そし
て、医師による診察を受ける場合、そのＩＤ情報を、リ
モートコントローラ３０の操作部３０ｂを用いてマッサ
ージ機１に対して入力する。マッサージ機１は、入力さ
れたＩＤ情報をマッサージプログラムＤＢ３に対して送
信する（Ｓ６０１）。
【００８４】サーバ３００は、マッサージ機１から送信
されたＩＤ情報を受信した場合（Ｓ７０１）、受信した
ＩＤ情報に基づいて認証処理を実行し（Ｓ７０２）、認
証に成功したか又は失敗したかを判定する（Ｓ７０
３）。その結果、認証に失敗したと判定した場合（Ｓ７
０３で失敗）、認証に失敗した旨を示す認証失敗情報を
マッサージ機１に対して送信する（Ｓ７０４）。
【００８５】マッサージ機１は、サーバ３００から送信
された認証失敗情報を受信した場合（Ｓ６０２）、処理
を終了する。この場合、被施療者は医師による診察を受
けることができない。
【００８６】一方、ステップＳ７０３にて認証に成功し
たと判定した場合（Ｓ７０３で成功）、サーバ３００
は、記憶している医師情報を検索し（Ｓ７０５）、診察
することができる医師が登録されているか否かを確認す
ることによって、医師による診察が可能であるか否か判
定する（Ｓ７０６）。その結果、診察が不可能であると
判定した場合（Ｓ７０６でＮＯ）、医師による診察が不
可能である旨を示す診察不可情報をマッサージ機１に対
して送信する（Ｓ７０７）。
【００８７】マッサージ機１は、サーバ３００から送信
された診察不可情報を受信した場合（Ｓ６０３）、処理
を終了する。この場合、被施療者は医師による診察を受
けることができない。
【００８８】一方、ステップＳ７０６にて医師による診
察が可能であると判定した場合（Ｓ７０６でＹＥＳ）、
診察が可能である旨を示す診察可情報をマッサージ機１
に対して送信する（Ｓ７０８）。マッサージ機１は、こ
の診察可情報を受信した場合（Ｓ６０４）、以下の処理
を実行する。
【００８９】まず、マッサージ機１は、実施の形態１に
おけるステップＳ４０４と同様にして被施療者の生体情
報を取得し（Ｓ６０５）、取得した生体情報をリモート
コントローラ３０の表示部３０ａに表示させる（Ｓ６０
６）。そして、ステップＳ６０５にて取得した生体情報
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及び予め入力された被施療者の属性データをサーバ３０
０に対して送信する（Ｓ６０７）。
【００９０】サーバ３００は、マッサージ機１から送信
された被施療者の生体情報及び属性データを受信した場
合（Ｓ７０９）、受信した生体情報及び属性データを診
察可能な医師に係るクライアント４に対して送信する
（Ｓ７１０）。
【００９１】クライアント４は、サーバ３００から送信
された生体情報及び属性データを受信する（Ｓ８０
１）。このように受信された生体情報及び属性データ
は、クライアント４が有する表示部にて表示される。医
師は、表示されている生体情報及び属性データの内容を
確認し、被施療者の身体の状態を判断する。そして、ど
のようなマッサージを行えば被施療者の身体の状態を良
くすることができるのかを示した診察情報をクライアン
ト４に入力する。クライアント４は、医師からの診察情
報の入力を受け付けた場合（Ｓ８０２）、その受け付け
た診察情報をサーバ３００に対して送信する（Ｓ８０
３）。
【００９２】なお、ここでは診察情報が被施療者の身体
の状態を良くすることができるのかを示したものである
が、診察情報の内容はこれに限定されるわけではなく、
被施療者の身体の状態に関するものであればよい。例え
ば、被施療者の身体の悪い箇所を指摘する旨を示すもの
であってもよい。
【００９３】サーバ３００は、クライアント４から送信
された診察情報を受信した場合（Ｓ７１１）、受信した
診察情報をマッサージ機１に対して送信する（Ｓ７１
２）。マッサージ機１は、この診察情報を受信した場合
（Ｓ６０８）、受信した診察情報をＲＯＭ４２に記憶す
る（Ｓ６０９）。そして、その診察情報をリモートコン
トローラ３０の表示部３０ａに表示させる（Ｓ６１
０）。
【００９４】被施療者は、表示部３０ａに表示されてい
る診察情報の内容を確認し、その診察情報に示されてい
るマッサージを実行するか否かを判断する。そして、そ
のマッサージを実行すると判断した場合はマッサージ動
作を開始するようにマッサージ機１に対して指示し、実
行しないと判断した場合は処理を終了するようにマッサ
ージ機１に対して指示する。
【００９５】マッサージ機１は、被施療者による指示が
マッサージを実行するものであるのか否かを判定する
（Ｓ６１１）。その結果、マッサージを実行しない旨の
指示であると判定した場合（Ｓ６１１でＮＯ）、処理を
終了する。一方、マッサージを実行する旨の指示である
と判定した場合（Ｓ６１１でＹＥＳ）、前記診察情報に
示されているマッサージに係るマッサージプログラムを
ＲＯＭ４２から読み出し、読み出したマッサージプログ
ラムにしたがってマッサージ動作を開始する（Ｓ６１
２）。そして、そのマッサージプログラムによって定め
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られた時間だけマッサージ動作を継続した後にマッサー
ジ動作を終了する（Ｓ６１３）。
【００９６】その後、マッサージ機１はステップＳ６０
５に戻り、以降の処理を繰り返す。これにより医師はマ
ッサージ後の被施療者の生体情報を確認することができ
る。その結果、マッサージの必要がないと医師が判断し
た場合はその旨を診察情報としてクライアント４に入力
する。この診察情報は上述した場合と同様にしてサーバ
３００を介してクライアント４からマッサージ機１へ送
信される。また、更なるマッサージが必要であると医師
が判断した場合はその旨を診察情報としてクライアント
４に対して入力する。この診察情報は同様にしてマッサ
ージ機１へ送られる。
【００９７】ところで、ステップＳ６０７にて生体情報
及び属性データを送信した後、マッサージ機１は、テレ
ビカメラ５０が被施療者の顔を撮像して得た画像データ
及び被施療者の音声データをクライアント４に対して送
信し続ける。そしてクライアント４は、このようにして
送信されている画像データを表示部に表示し、同じく音
声データをスピーカ等で出力する。一方、クライアント
４は、医師の顔を撮像して得た画像データ及び医師の音
声データをマッサージ機１に対して送信し続ける。そし
てマッサージ機１は、このようにして送信されている画
像データを表示部３０ａ又は特別に設けられた表示部に
表示し、同じく音声データをヘッドフォン３１に出力す
る。
【００９８】このように、画像データ及び音声データを
双方向に通信することによって、被施療者と医師とが会
話をしながら上述した処理を実行することができる。こ
れにより、被施療者はマッサージ及び身体の状態に関す
る情報を医師から適宜得ることができる。また、被施療
者がテレビカメラ５０を用いて種々の患部を撮像し、そ
の結果得られた画像データを医師が確認することも可能
である。これにより、医師はより精度の高い診察を行う
ことが可能となる。このような場合、画像データ自体が
本発明における生体情報に含まれることになる。
【００９９】一般に生体情報の解析は複雑であるために
マッサージ機がその解析を行うことが困難である場合が
多い。そのため、医師による診察を受けることが望まし
い。本実施の形態に係るマッサージシステムは、医師に
よる診察を受けることが可能であるため、より適切なマ
ッサージを実行することが可能になる。
【０１００】ところで、本実施の形態におけるサーバ３
００は上述したようにマッサージ機１とクライアント４
とを仲介する機能のみを有しているが、実施の形態４に
おけるマッサージプログラムＤＢのように、マッサージ
機１に対してマッサージプログラムを提供する機能を有
するような構成であってもよい。以下、サーバ３００が
複数のマッサージプログラムを記憶する記憶部を有し、
実施の形態４におけるマッサージプログラムＤＢとして
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も機能するように構成された場合のマッサージシステム
の動作について、図１４及び図１５に示すフローチャー
トを参照しながら説明する。
【０１０１】なお、マッサージ機１がサーバ３００にア
クセスし、サーバ３００が認証を行う処理については図
１２を参照して説明したとおりであるので説明を省略す
る。
【０１０２】マッサージ機１は、上述したようにして被
施療者の生体情報を取得し（Ｓ６０５）、取得した生体
情報をリモートコントローラ３０の表示部３０ａに表示
させる（Ｓ６０６）。そして、ステップＳ６０５にて取
得した生体情報及び予め入力された属性データをサーバ
３００に対して送信する（Ｓ６０７）。
【０１０３】サーバ３００は、マッサージ機１から送信
された被施療者の生体情報及び属性データを受信した場
合（Ｓ７０９）、受信した生体情報及び属性データを診
察可能な医師に係るクライアント４に対して送信する
（Ｓ７１０）。
【０１０４】クライアント４は、サーバ３００から送信
された生体情報及び属性データを受信する（Ｓ８０
１）。このように受信された生体情報及び属性データ
は、クライアント４が有する表示部にて表示される。医
師は、表示されている生体情報及び属性データの内容を
確認した上で、上述したようにして診察情報をクライア
ント４に入力する。クライアント４は、医師からの診察
情報の入力を受け付けた場合（Ｓ８０２）、その受け付
けた診察情報をサーバ３００に対して送信する（Ｓ８０
３）。
【０１０５】サーバ３００は、クライアント４から送信
された診察情報を受信した場合（Ｓ７１１）、受信した
診察情報に示されているマッサージに係るマッサージプ
ログラムを、記憶している複数のマッサージプログラム
の中から検索する（Ｓ７１３）。そしてステップＳ７１
１にて受信した診察情報及びステップＳ７１３にて検索
されたマッサージプログラムをマッサージ機１に対して
送信する（Ｓ７１４）。
【０１０６】マッサージ機１は、サーバ３００から送信
された診察情報及びマッサージプログラムを受信した場
合（Ｓ６１４）、受信した診察情報をＲＯＭ４２に記憶
する（Ｓ６１５）。そして、その診察情報をリモートコ
ントローラ３０の表示部３０ａに表示させる（Ｓ６１
６）。
【０１０７】被施療者は、表示部３０ａに表示されてい
る診察情報の内容を確認し、その診察情報に示されてい
るマッサージを実行するか否かを判断する。そして、そ
のマッサージを実行すると判断した場合はマッサージ動
作を開始するようにマッサージ機１に対して指示し、実
行しないと判断した場合は処理を終了するようにマッサ
ージ機１に対して指示する。
【０１０８】マッサージ機１は、被施療者による指示が

22
マッサージを実行するものであるのか否かを判定する
（Ｓ６１７）。その結果、マッサージを実行しない旨の
指示であると判定した場合（Ｓ６１７でＮＯ）、処理を
終了する。一方、マッサージを実行する旨の指示である
と判定した場合（Ｓ６１７でＹＥＳ）、前記受信したマ
ッサージプログラムにしたがってマッサージ動作を開始
する（Ｓ６１８）。そして、そのマッサージプログラム
によって定められた時間だけマッサージ動作を継続した
後にマッサージ動作を終了する（Ｓ６１９）。
【０１０９】マッサージ機１によるマッサージ動作の終
了を確認した被施療者は、マッサージ前と同様にして再
度生体情報の測定を試みる。その結果、マッサージ機１
は、被施療者の生体情報を取得する（Ｓ６２０）。そし
て、その取得した生体情報のうち、脳波を除く血圧値、
脳波、体温、心拍数、体脂肪及び体重について、その数
値をリモートコントローラ３０の表示部３０ａに表示さ
せる（Ｓ６２１）。
【０１１０】その後は実施の形態１におけるステップＳ
４１２と同様にして診断処理を実行し（Ｓ６２２）、同
じくステップＳ４１３と同様にして比較情報及び診断結
果情報をリモートコントローラ３０の表示部３０ａに表
示させる（Ｓ６２３）。
【０１１１】被施療者は、表示部３０ａに表示されてい
る各情報の内容を確認し、医師による診察を継続するか
否かを判断する。そして、診察を継続するか否かをマッ
サージ機１に対して指示する。
【０１１２】マッサージ機１は、被施療者による指示が
診察を継続するものであるのか否かを判定する（Ｓ６２
４）。その結果、診察を継続しない旨の指示であると判
定した場合（Ｓ６２４でＮＯ）、マッサージ前後の生体
情報、診断結果情報及び前記受信したマッサージプログ
ラムをＲＯＭ４２に記憶し（Ｓ６２５）、処理を終了す
る。一方、診察を継続する旨の指示であると判定した場
合（Ｓ６２４でＹＥＳ）、ステップＳ６０７に戻り、以
降の処理を繰り返す。
【０１１３】このように、マッサージ機１が、サーバ３
００からマッサージプログラムを取得することによっ
て、マッサージプログラムを随時更新することができ
る。よって、実施の形態１の場合と同様、被施療者の様
々な身体の状態に応じた適切なマッサージを実行するこ
とが可能となる。
【０１１４】なお、このようにマッサージ機１がサーバ
３００からマッサージプログラム自体をダウンロードす
るのではなく、マッサージプログラムの一部、又はマッ
サージプログラムの修正に関するデータ等をダウンロー
ドするように構成されていてもよい。この場合、マッサ
ージ機１がＲＯＭ４２に記憶しているマッサージプログ
ラムの一部のみを入れ替えたり、又は前記修正に関する
データにしたがってマッサージ機１がＲＯＭ４２に記憶
しているマッサージプログラムの修正を行うことによ
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り、被施療者の様々な身体の状態に応じた適切なマッサ
ージを実行することが可能となる。
【０１１５】（実施の形態３）実施の形態１及び実施の
形態２では、被施療者の生体情報として血圧値、脳波、
体温、心拍数、体脂肪及び体重をとりあげているが、本
発明で利用できる生体情報はこれらに限定されるわけで
はない。その他にも、例えば呼吸数、心電図等を生体情
報として利用することができる。実施の形態３に係るマ
ッサージシステムが備えるマッサージ機は、被施療者の
生体情報として打診音を利用するものである。
【０１１６】以下、打診について簡単に説明する。打診
とは、患者の身体の表面を叩打して得られる音（打診
音）の性質から、その局所の性状を判断する診察法であ
る。例えば、臓器の位置及び大きさ、横隔膜の高さ及び
動き、胸腔内の胸水及び空気の存在等を判断することが
可能である。
【０１１７】打診音は、音の強さ、音質、及び音の長さ
で構成されており、絶対的濁音、濁音、清音、及び鼓音
の４種類がある。そのため、これらの構成要素及び種類
に基づいて種々の身体の性状を判断することになる。
【０１１８】図１６は被施療者の打診音を検出するため
に実施の形態３に係るマッサージシステムにおけるマッ
サージ機が備える叩打部の構成の一例を示す側面図であ
る。また、図１７はその叩打部の一部を破断して示す斜
視図である。
【０１１９】図１６及び図１７に示すとおり、叩打部６
０は、磁性体材料からなる可動体６０ｄに突設された可
動棒部材６０ａと、この可動棒部材６０ａをその中心軸
方向に進退させるための電磁石６０ｂ及びコイルスプリ
ング６０ｃと、これら６０ａ、６０ｂ、６０ｃ、６０ｄ
を収納したハウジング６０ｅとを備えている。上記電磁
石６０ｄは円筒状をなしており、その軸方向に貫通する
孔が形成されている。また、コイルスプリング６０ｃは
電磁石６０ｄの一端と可動体６０ｄとを連結しており、
可動棒部材６０ａは電磁石６０ｄの孔及びコイルスプリ
ング６０ｃに挿通されている。
【０１２０】この叩打部６０は、可動棒部材６０ａが図
１６に二点鎖線で示すようにしてハウジング６０ｅの外
方に突出させられたときにその先端が上側の施療子９に
当たるように、Ｖ字状のアーム１２の中途に取り付けら
れている。
【０１２１】なお、本実施の形態に係るマッサージシス
テムにおけるマッサージ機のその他の構成については実
施の形態１の場合と同様であるので説明を省略する。以
下では、図２及び図４を併せて参照しながら説明する。
【０１２２】上述したように構成された叩打部６０にお
いて、電磁石６０ｂに対して電流を供給した場合、その
電流に比例した磁界が発生する。そのため、可動体６０
ｄを吸引する力が生じる。その結果、可動体６０ｄが電
磁石６０ｂ側に移動され、これに伴い可動棒部材６０ａ
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がハウジング６０ｅの外部へ突出する。これにより、可
動棒部材６０ａが施療子９に当たり、その結果施療子９
が被施療者の背中を叩打することになる。
【０１２３】このようにして被施療者の背中を叩打する
ことによって得られた打診音は、アーム１２の適宜の位
置に設けられたマイクロフォン６１によって検出され
る。このようにして検出された打診音は、マッサージ機
１に対して音声信号として与えられる。そして、マッサ
ージ機１がその音声信号をサーバ３００に送信すること
によって、サーバ３００が打診音に基づいて適切なマッ
サージプログラムを選択したり、医師が打診音に基づい
てより精度の高い診察を行うことが可能となる。
【０１２４】なお、専用の制御回路を用いることによっ
て電磁石６０ｄに対して供給する電流の量及びタイミン
グを適宜調節することによって、可動体６０ｄ及び可動
棒部材６０ａの動きを制御することができる。ここで、
その動く速度を増大させることによって被施療者の背中
をより強く叩打することができるため、上述したように
打診音を得る目的ではなく、例えば叩き動作を行う目的
で叩打部６０を用いることも可能である。
【０１２５】ところで、上述したように施療子９を利用
して叩打を行う場合、被施療者の背中に対する打診のみ
しかできない。そこで、被施療者の身体の任意の箇所に
対して打診を行うことができるように、図１８に示すよ
うに叩打部６０をマッサージ機１の外部に設けるように
してもよい。図１８では、叩打部６０が、ヘッドフォン
３１等と同様にして端子３５を介してマッサージ機１と
接続されるように構成された例が示されている。このよ
うに構成することによって、被施療者は叩打部６０を用
いて自己の身体の任意の箇所を叩打して打診を行うこと
が可能となる。なお、この場合は叩打部６０がマイクロ
フォン（図示せず）を設け、そのマイクロフォンが打診
音を検出すればよい。
【０１２６】このようにして検出された打診音を被施療
者の生体情報として、実施の形態１から実施の形態３ま
での各実施の形態で示した処理に利用することができ
る。
【０１２７】なお、生体情報としては、その他にも例え
ば呼吸数、心電図等を生体情報として利用することがで
きる。また、被施療者の筋肉の硬さ（筋硬度）を生体情
報として利用することも可能である。この筋硬度を解析
すると、被施療者が明確に認識できない自分の筋肉のこ
り等を把握することが可能となる。そのため、被施療者
の筋硬度はマッサージ機が利用する生体情報として適し
ていると考えられる。なお、ここでいう硬度とは、負荷
した荷重を、この荷重によって身体表面が変位した距離
で微分した値に基づいて得られる値である。このような
筋硬度を得るためには、例えば被施療者の身体に外力を
与え、その外力及び外力に対応した身体の変位量に基づ
いて身体の硬度を検出するように構成された硬度検出器
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をマッサージ機が備えるようにすればよい。
【０１２８】
【発明の効果】以上詳述したように、本発明に係るマッ
サージシステム、マッサージプログラムデータベース及
びマッサージ機によれば、通信手段を用いることによっ
てマッサージ機が被施療者の生体情報に応じたマッサー
ジプログラムを取得することが可能となる。
【０１２９】また、通信手段を用いることによって医師
による診断を受けることができる等、本発明は優れた効
果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態１に係るマッサージシステ
ムの構成を示す概念図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係るマッサージシステ
ムが備えるマッサージ機の構成の一例を示す斜視図であ
る。
【図３】本発明の実施の形態１に係るマッサージシステ
ムが備えるマッサージ機のマッサージ機構の構成を示す
分解斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態１に係るマッサージシステ
ムが備えるマッサージ機の構成を示すブロック図であ
る。
【図５】本発明の実施の形態１に係るマッサージシステ
ムが備えるマッサージ機の構成の他の例を示す斜視図で
ある。
【図６】本発明の実施の形態１に係るマッサージシステ
ムの動作の手順を示すフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態１に係るマッサージシステ
ムの動作の手順を示すフローチャートである。
【図８】診断結果の表示例を示す概念図である。
【図９】本発明の実施の形態２に係るマッサージシステ
ムが備えるマッサージ機の構成の一例を示す斜視図であ
る。
【図１０】本発明の実施の形態２に係るマッサージシス
テムが備えるマッサージ機の構成を示すブロック図であ
る。
【図１１】本発明の実施の形態２に係るマッサージシス
テムの構成を示す概念図である。
【図１２】本発明の実施の形態２に係るマッサージシス
テムの動作の手順を示すフローチャートである。
【図１３】本発明の実施の形態２に係るマッサージシス
テムの動作の手順を示すフローチャートである。
【図１４】本発明の実施の形態２に係るマッサージシス
テムの動作の手順を示すフローチャートである。
【図１５】本発明の実施の形態２に係るマッサージシス
テムの動作の手順を示すフローチャートである。
【図１６】本発明の実施の形態３に係るマッサージシス
テムにおけるマッサージ機が備える叩打部の構成の一例
を示す側面図である。
【図１７】本発明の実施の形態３に係るマッサージシス
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テムにおけるマッサージ機が備える叩打部の一部を破断
して示す斜視図である。
【図１８】本発明の実施の形態３に係るマッサージシス
テムにおけるマッサージ機の構成の一例を示す斜視図で
ある。
【符号の説明】
１  マッサージ機
２  インターネット
３  マッサージプログラムデータベース
４  クライアント
５  座部
５ａ  脚部
５ｂ  基台
５ｃ  クッション部
６  部
７  フットレスト
８  マッサージ機構
９  施療子
１０  モータ
１１  モータ
１２  アーム
１３  コンロッド
１４  嵌合孔
１５  回転軸
１６  傾斜部
１５  回転軸
１７  ウォームギヤ機構
１７ａ  ヘリカルギヤ
１７ｂ  ウォーム
１８ａ  プーリ
１８ｂ  ベルト
１８ｃ  プーリ
１９  嵌合穴
２０  連結部材
２１  突出部
２２  孔
２３  回転軸
２４  偏心部
２３  回転軸
２４  偏芯部
２５ａ  プーリ
２５ｂ  ベルト
２５ｃ  プーリ
２６  ガイドローラ
２７  モータ
３０  リモートコントローラ
３０ａ  操作部
３０ｂ  表示部
３１  ヘッドフォン
３２  血圧測定器
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３３  ロードセル
３５  端子
４０  制御部
４１  ＣＰＵ
４２  ＲＯＭ
４３  ＲＡＭ
４２  ＲＯＭ
４４  入出力インタフェース *
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*４５  駆動回路
４６  駆動回路
４７  駆動回路
４８  外部記憶装置
５０  テレビカメラ
５０ａ  連結棒
５１  通信部
３００  サーバ

【図１】 【図２】

【図３】 【図８】



(16) 特開２００３－２７５２６３

【図４】

【図５】

【図１７】



(17) 特開２００３－２７５２６３

【図６】

【図９】



(18) 特開２００３－２７５２６３

【図７】



(19) 特開２００３－２７５２６３

【図１０】

【図１１】 【図１６】



(20) 特開２００３－２７５２６３

【図１２】



(21) 特開２００３－２７５２６３

【図１３】



(22) 特開２００３－２７５２６３

【図１４】



(23) 特開２００３－２７５２６３

【図１５】



(24) 特開２００３－２７５２６３

【図１８】

  
─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
  
(51)Int.Cl.7              識別記号                        ＦＩ                              テーマコート゛(参考）
   Ａ６１Ｂ   5/0478                                     Ａ６１Ｂ   5/04           ３２０Ａ    
// Ａ６１Ｂ   5/00         １０１                                   5/02                 Ｇ    
  
(72)発明者  藤井  康夫
            大阪府大阪市東淀川区東中島１丁目17番26
            号  ファミリー株式会社内

Ｆターム(参考） 4C017 AA02 AA08 AA16 AA19 AB01
                      AC01 CC01 
                4C027 AA03 CC06 
                4C100 BA03 BB03 CA03 DA04 DA05
                      DA08 DA10 



专利名称(译) 按摩系统，控制程序数据库和按摩机

公开(公告)号 JP2003275263A 公开(公告)日 2003-09-30

申请号 JP2002081186 申请日 2002-03-22

申请(专利权)人(译) 家庭有限公司

[标]发明人 稲田二千武
近藤秀志
藤井康夫

发明人 稲田 二千武
近藤 秀志
藤井 康夫

IPC分类号 A61B5/01 A61B5/00 A61B5/0205 A61B5/0408 A61B5/0476 A61B5/0478 A61H7/00

FI分类号 A61H7/00.323.L A61H7/00.323.S A61B5/00.101.E A61B5/04.300.M A61B5/02.E A61B5/04.320.A 
A61B5/02.G A61B5/01.100

F-TERM分类号 4C017/AA02 4C017/AA08 4C017/AA16 4C017/AA19 4C017/AB01 4C017/AC01 4C017/CC01 4C027
/AA03 4C027/CC06 4C100/BA03 4C100/BB03 4C100/CA03 4C100/DA04 4C100/DA05 4C100/DA08 
4C100/DA10 4C117/XA01 4C117/XB03 4C117/XB11 4C117/XC03 4C117/XC32 4C117/XD13 4C117
/XE13 4C117/XE15 4C117/XE17 4C117/XE18 4C117/XE23 4C117/XE24 4C117/XE29 4C117/XH16 
4C117/XJ03 4C117/XJ13 4C117/XL01 4C117/XL11 4C117/XL18 4C117/XM12 4C117/XN03 4C117
/XP09 4C117/XP12 4C117/XQ13 4C117/XR20 4C127/AA03 4C127/CC06 4C127/LL13

外部链接 Espacenet

摘要(译)

解决的问题：提供一种能够根据用户的生物信息进行适当的按摩的按摩
机和按摩系统，以及用于向该按摩机提供控制程序的控制程序数据库。 
解决方案：按摩机1获取用户的生物特征信息（S404），在显示单元上
显示获取的生物特征信息（S405），然后显示用户的生物特征信息和属
性数据。 它被发送到按摩程序数据库3（S406）。 已经接收到生物信息
和属性数据的按摩程序数据库3，基于属性数据分析生物信息
（S510），搜索适当的按摩程序并将其发送（S511，S512）。 按摩机
1接收从按摩程序数据库3发送的按摩程序（S407），并根据接收到的按
摩程序开始按摩动作（S408）。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/625f1132-ca10-4483-9e2a-b376ec0a0a9a
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/029206541/publication/JP2003275263A?q=JP2003275263A

